
旭川市市民活動交流センター条例

平成２１年９月１８日

条例第４３号

（設置）

第１条 本市は，市民が自主的に社会のために行う非営利の活動（以下「市民活動」とい

う。）を支援するとともに，市民の交流及び協働を促進し，もって活力ある地域社会の形成

及び市民主体のまちづくりの実現に寄与するため，旭川市市民活動交流センター（以下「セ

ンター」という。）を設置する。

（位置）

第２条 センターの位置は，旭川市宮前通東とする。

（事業）

第３条 センターは，次に掲げる事業を行う。

⑴ 市民活動に関する情報の収集及び提供並びに相談

⑵ 市民活動に関する学習の機会の提供

⑶ 市民活動に関する交流及び協働の促進

⑷ その他市長が必要と認める事業

（開館時間及び休館日）

第４条 センターの開館時間及び休館日は，次の各号に定めるとおりとする。ただし，市長が

特に必要と認めたとき，又は第６条第１項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であっ

て，あらかじめ市長の承認を受けたときは，開館時間及び休館日を臨時に変更することがで

きる。

⑴ 開館時間 午前９時から午後１０時まで

⑵ 休館日 毎月第２及び第４月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日に当たるときは，その翌日）並びに１２月３０日から翌年の１月４日

まで

（使用期間の制限）

第５条 センターの各施設を引き続き使用できる期間は，７日以内とする。ただし，次条第１



項に規定する指定管理者が特別の理由があると認めたときは，この限りでない。

（指定管理者による管理）

第６条 市長は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，

指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）にセンターの管理を行わせる

ものとする。

２ 指定管理者が行う管理の業務は，次のとおりとする。

⑴ 第３条に規定するセンターの事業に関すること。

⑵ センターの使用の承認等に関すること。

⑶ センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

⑷ その他市長が定める業務

（使用の承認等）

第７条 センターの各施設を独占的に使用しようとする者は，あらかじめ指定管理者の承認を

受けなければならない。承認された事項を取り消し，又は変更しようとするときも，同様と

する。

２ 指定管理者は，前項の承認をする場合において，センターの管理運営上必要があると認め

たときは，その使用について条件を付することができる。

３ 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用の承認をせず，又は既に与え

た承認を取り消し，若しくは使用を停止することができる。

⑴ 公の秩序を乱し，又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

⑵ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めたとき。

⑶ その他指定管理者が使用を不適当と認めたとき。

（利用料金の納入）

第８条 前条第１項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は，利用

料金を指定管理者に納入しなければならない。

（利用料金の設定基準等）

第９条 前条の利用料金は，別表に規定する利用料金設定基準により，指定管理者が定める。

２ 指定管理者は，利用料金の額，納入方法，減免等について定め，又はこれらを変更しよう

とするときは，あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

３ 市長は，前項の規定により承認をしたときは，その内容について速やかに告示するものと

する。



（使用者の義務）

第１０条 使用者は，センターの使用を終えたとき，又は使用を停止されたとき，若しくは使

用の承認を取り消されたときは，直ちに使用前の状態に復さなければならない。

（委任）

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２２年６月２９日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。

（経過措置）

２ 第９条の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な行為は，この条例の施行前にお

いても，同条の規定の例により行うことができる。



別表（第９条関係）

利用料金設定基準

１ 利用料金は，次に規定する額の範囲内となるように設定しなければならない。

金 額
区 分 単 位

市民活動団体等 一 般

円 円
会議・研修室１ １時間につき ２００ ４００

会議・研修室２ １時間につき ２３０ ４６０

作業・打合せ室 １時間につき １００ ２００
屋内

事務作業室 １時間につき ７０ １４０

ホール １時間につき ８８０ １，７６０

上記以外の施設 １平方メートル１時間につき ４ ８

屋外広場 １時間につき ５０ １００
屋外

上記以外の施設 １平方メートル１時間につき １ ２

備考

１ 「市民活動団体等」とは，本市の区域内で市民活動を行っている団体又は個人で，市

長の定めるところにより，あらかじめ指定管理者が認めたものをいう。

２ 使用時間が１時間未満の場合は，１時間とする。

３ 使用面積が１平方メートル未満の場合は，１平方メートルとする。

２ 前項に定めるもののほか，次の各号に定める利用料金については，指定管理者が市長の承

認を得て別に設定することができる。

⑴ 午前９時から午後１０時までを通して使用する場合の利用料金

⑵ 会議・研修室１と会議・研修室２とを併せて１室として使用する場合の利用料金

⑶ 備付設備の利用料金

⑷ 営利を目的とする行事等について使用する場合の利用料金

⑸ 冷暖房料


